
（広報資料）                           令和２年７月１５日 

京都市総合企画局 

担当：国際化推進室 

電話：2 2 2－ 3 0 7 2 

 

京都市災害時多言語電話通訳サービスを運用開始！ 
 

この度，京都市内で災害が起こった際に，避難所等において利用できる，多言語電話通訳サー

ビスの運用を開始しますので，お知らせします。同サービスを利用することで，避難所等の運営

者と来所された外国籍市民等とが電話の先の通訳者を介して，コミュニケーションをとること

が可能となります。 
 

１ 運用開始日 令和２年７月１５日（水） 
 
２ 利用可能期間 避難所等の開設期間中，２４時間対応 
 
３ 利用対象 避難所等に来所された日本語でのコミュニケーションが困難な方及び避難所等の運営者  
 
４ 対応言語 １９言語（英語，中国語，韓国・朝鮮語，タイ語，ベトナム語，インドネシア語，

マレー語，タガログ語，ネパール語，クメール語，ポルトガル語，スペイン語，

フランス語，ドイツ語，イタリア語，ロシア語，モンゴル語，ミャンマー語， 

シンハラ語） 
 
５ 利 用 料 無料 
 
６ そ の 他 

・ 相談窓口ではありませんので，通訳以外の対応はできません。  

・ 電話番号は，地域の自主防災会等の災害対応を行う方や市職員のみに周知します。 
 

７ 問合せ先 総合企画局国際化推進室（Tel:075-222-3072，Fax:075-222-3055） 

  

 【通訳イメージ】 

電話機のスピーカー機能 
を使用し，会話 

 
 

通訳者の指示に従って 

避難所に来た 
外国籍市民等 

避難所運営者 

通訳者 〇〇避難所 

What should I do? こちら京都市の 

○○避難所です。 

※電話機を交互に受渡しての会話
も可能（感染症拡大防止の観点か
らスピーカー機能の使用を推奨） 

（使用例） 

・避難所のルールを共有したい。 

・相手が求めていることを理解したい。など 

避難所等で多言語対応が可能に！ 


